
【参考１】   教育・保育施設の「定員」について 

１ 利用定員について

  「利用定員」とは、子ども・子育て支援新制度における、施設・利用者が

給付の対象となることの「確認」を受ける際に設定が必要な定員のことで、

施設ごとの過去の利用実績や今後の利用見込みを踏まえたうえで、※「認可

定員の範囲内で定める定員のことです。

 「利用定員」は、施設の設置者等からの申請に基づき南砺市が定めますが、

設定に際しては、子ども子育て会議での意見聴取を行うことが、子ども・子

育て支援法に規定されています。

２ 認可定員について

認可定員とは、施設の認可を受ける際に、その設備及び運営の基準を満た

す定員を指します。教育・保育施設については富山県が認可を行い、地域型

保育事業については南砺市が認可を行います。

教育・保育施設の認可定員の考え方(定員弾力化の定め) 
① 児童の全体的な増減状況を十分に把握市、市町村ごとの定員充足率は概

ね 90％をめどとする。
② 「定員充足率が 80％未満となる保育所」については、定員の見直しを検
討する。

③ 連続する過去２年度間常に定員を超えており、かつ、各年度の年間平均

定員充足率（当該年度内における各月の初日の在所人数の総和を各月の

初日の許可定員の総和で除したもの）が 120％以上」の保育所は、原則
として定員の見直しを行う。

認定区分について 

認定は次の１～３号の区分で行われます。 

認定区分 対象者 対象施設 

１号認定 
満３歳以上の学校教育のみの就学前の子ども 
（保育の必要性なし） 

幼稚園
認定こども園 

２号認定 
満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども 
（保育を必要とする子ども） 

保育所 
認定こども園 

３号認定 
満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども 
（保育を必要とする子ども） 

保育所 
認定こども園 
地域型保育 

参考資料



【参考２】

○南砺市子ども・子育て会議条例

平成２５年９月２６日

条例第３７号

（設置）

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７

条第１項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、南砺市子ども・子育て会

議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。

○子ども・子育て支援法

（平成二十四年八月二十二日）

（法律第六十五号）

（市町村等における合議制の機関）

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審

議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を

処理すること。

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を

処理すること。

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処

理すること。

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に

関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。



総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

H25 2,123 309 332 374 334 393 381

H26 2,091 324 326 337 370 341 393

H27 2,029 318 326 332 349 370 334

H28 2,021 307 323 337 339 344 371

H29 1,946 276 323 326 343 340 338

H30 1,898 290 276 323 326 343 340

H25 363 47 54 60 55 64 83

H26 331 47 53 56 59 56 60

H27 306 40 44 51 57 59 55

H28 289 35 42 45 51 56 60

H29 267 37 35 42 46 52 55

H30 250 38 37 35 42 46 52

H25 33 4 7 8 3 7 4

H26 48 9 6 9 11 5 8

H27 45 4 10 6 9 11 5

H28 48 4 6 10 6 9 13

H29 39 6 4 7 9 5 8

H30 36 5 6 4 7 9 5

H25 26 4 1 5 6 6 4

H26 25 2 4 2 4 7 6

H27 23 3 2 5 1 4 8

H28 16 1 3 2 5 1 4

H29 17 5 0 4 1 5 2

H30 18 3 5 0 4 1 5

H25 15 0 4 3 2 2 4

H26 10 2 0 3 1 2 2

H27 8 0 2 0 3 1 2

H28 9 3 0 2 1 2 1

H29 13 0 4 2 3 2 2

H30 13 2 0 4 2 3 2

H25 332 49 49 69 44 53 68

H26 320 51 49 51 71 44 54

H27 329 65 48 48 56 67 45

H28 324 46 60 48 47 57 66

H29 288 37 48 57 49 46 51

H30 285 48 37 48 57 49 46

H25 49 9 9 7 10 9 5

H26 52 6 10 9 7 10 10

H27 51 10 7 10 9 6 9

H28 49 9 9 7 9 9 6

H29 54 6 11 10 8 9 10

H30 50 6 6 11 10 8 9

H25 630 95 102 114 104 126 89

H26 642 108 94 101 107 104 128

H27 619 102 109 98 101 109 100

H28 640 107 107 112 103 103 108

H29 632 89 113 107 115 107 101

H30 633 102 89 113 107 115 107

H25 675 101 106 108 110 126 124

H26 663 99 110 106 110 113 125

H27 648 94 104 114 113 113 110

H28 646 102 96 111 117 107 113

H28 636 96 108 97 112 114 109

H30 613 86 96 108 97 112 114

南砺市の地域別・年齢別　就学前児童数

市内全域

城端地域

平地域

上平地域

利賀地域

井波地域

井口地域

福野地域

【参考３】

年齢別人口 年度
就学前児童数

福光地域



総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

南砺市の地域別・年齢別　就学前児童数

年齢別人口 年度
就学前児童数

※福光地域内訳

H25 292 39 55 46 49 46 57

H26 284 43 44 55 44 51 47

H27 290 42 49 46 58 46 49

H28 298 48 41 55 50 57 47

H29 315 50 55 43 57 52 58

H30 295 38 50 55 43 57 52

H25 87 13 9 13 8 23 21

H26 89 18 16 10 13 9 23

H27 91 22 20 15 11 13 10

H28 95 18 20 19 14 11 13

H29 96 13 20 18 20 14 11

H30 99 14 13 20 18 20 14

H25 296 49 42 49 53 57 46

H26 290 38 50 41 53 53 55

H27 267 30 35 53 44 54 51

H28 253 36 35 37 53 39 53

H29 225 33 33 36 35 48 40

H30 219 34 33 33 36 35 48

福光中部地区

福光南部地区

福光東部地区

平成25年度～平成29年度は、３月３１日現在の住民基本台帳より

平成30年度は、まだ、３月３１日現在の住民基本台帳の数字がないため、
平成29年度の０歳児から４歳児の児童数を、１つ年齢をスライドさせ、平成30年3月末での出生見込み数等を加えた数字。


